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■発達障害等の障害特性に応じた教材・支援技術等の実証研究
大学等を対象に、発達障害等の子どもの障害特性に応じた教科用特定図書等の

普及・運用の在り方についての実証的研究を行い、発達障害等のある児童生徒の
困難の改善を図る。23年度は、これまでの研究で得られた教科用特定図書等や教

材、支援技術の効果的な機能についての基礎的なノウハウを踏まえ、今後の教科
用特定図書等に関する全国への普及・運用の在り方について調査研究を実施する。

【研究内容】

・ 発達障害等の障害特性に応じた教科用特定図書等や教材の普及可能性
・ 教科用特定図書等や教材の運用に際しての配慮
・ 教科用特定図書等や教材を使用した効率的な指導方法 等

民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業

小・中・高・特別支援学校において、発達障害等のある児童生徒の障害特性、発達段階、教科の特性などに応じ
た教科用特定図書等や教材、その支援技術に関する研究を実施する。また、就労支援など特に課題とされている
分野等について先導的な取組を行っているＮＰＯ等民間団体に対し、実践研究を委託する。

■特別支援教育に関するＮＰＯ等の活動・連携の支援に関する実践研究
障害のある児童生徒への教育支援活動を行うNPO等民間団体を対象に、以下の

内容等に関する研究を委託し、 団体間の連携、多面的な支援体制の構築等を図る。
【研究内容】
・ 就労支援、発達障害児への学習支援等特に課題とされている分野
・ 団体間の効果的な連携の在り方
・ 遠隔地・過疎地等における支援活動の在り方 等

５団体へ
研究委託

委託

成果報告

＜期待される効果＞
● 障害のある児童生徒の教
科学習等における困難の改
善、学習意欲や学力の向上、
自立と社会参加の促進

● 民間団体と連携した特別
支援教育の推進

教
育

現
場

へ
成

果
を
普

及

平成23年度予算額（案） ： 25,512千円（ 40,175千円）
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特別支援教育支援員の地方財政措置について

【23年度措置予定額： 約443億円（22年度措置額： 約435億円）】

■特別支援教育支援員の配置に係る経費（新規・拡充）

□ 公立幼稚園、小・中学校及び高等学
校において、障害のある幼児児童生
徒に対し、学習活動上のサポート等を
行う「特別支援教育支援員」を配置す
るため、都道府県・市町村に対して、
必要な経費を措置するもの。

学校種 平成23年度 平成22年度

幼稚園【拡充】 約4,300人 約3,800人

小・中学校 約34,000人 約34,000人

高等学校【新規】 約500人 ―

合計 約38,800人
（事業費：約443億円）

約37,800人
（事業費：約435億円）

「特別支援教育支援員」は、幼稚園、小・中学校、高等学校において、校長、教頭、特別
支援教育コーディネーター、担任教師等と連携のうえ、日常生活上の介助（食事、排泄、
教室の移動補助等）、発達障害等の幼児児童生徒に対する学習支援、児童生徒の健康・
安全確保、周囲の児童生徒の障害理解促進等を行う。

40



中央教育審議会初等中等教育分科会
「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」について

（１）インクルーシブ教育システムの構築という権利条約の理念を踏まえた就学相談・就学先決定の在り方
及び必要な制度改革

（２）上記制度改革の実施に伴う体制・環境の整備
（３）障害のある幼児児童生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援の実施のための教職員等の確保及び

専門性の向上のための方策
（４）その他

２ 主な検討事項

障害者の権利条約に関する条約（平成19年9月日本政府署名、以下「権利条約」）の批准に向けた国内法令

の整備等について、現在全閣僚による「障がい者制度改革推進本部」及びその下に設置された「障がい者制
度改革推進会議」における議論・検討が進められている。同会議の「第一次意見」（6月７日取りまとめ）を踏ま
えた閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成22年6月29日）において、「（前

略）権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方
について、平成22年度内に（中略）制度改革の基本的方向性についての結論を得るべく検討を行う。」との方

針が盛り込まれたことを踏まえ、初等中等教育分野におけるこれら課題に係る審議検討を行うことを目的とし
て、平成22年7月12日に中央教育審議会初等中等教育分科会に標記特別委員会を設置した。

１ 趣旨・目的
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氏 名 所 属 ・ 役 職 等

東京都立竹台高等学校長、全国高等学校長協会長青山 彰
安彦 忠彦 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

○石川 准 静岡県立大学国際関係学部教授、NPO法人全国視覚障害者情報提供施設協会理事長
大久保常明 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会常務理事
太田 裕子 品川区立鈴ヶ森小学校長（前・東京都教育庁指導部副参事）
大南 英明 全国特別支援教育推進連盟副理事長
岡上 直子 全国幼児教育研究協議会副理事長、練馬区立光が丘さくら幼稚園長（前・全国国公立幼稚園長会会長）
尾崎 祐三 都立南大沢学園特別支援学校長、全国特別支援学校長会会長
乙武 洋匡 作家、前杉並区立杉並第四小学校教諭
貝谷 久宣 社団法人日本筋ジストロフィー協会理事長、医療法人和楽会理事長
河本 眞一 中野区立桃園小学校長、全国特別支援学級設置学校長協会会長
北住 映二 心身障害児総合医療療育センターむらさき愛育園長、一般社団法人日本小児神経学会 社会活動委員会副委員長
木舩 憲幸 広島大学大学院教育学研究科教授
清原 慶子 三鷹市長
齋藤 幸枝 特別区教育長会会長、全国心臓病の子どもを守る会会長
佐竹 京子 全国肢体不自由特別支援学校PTA連合会事務局長、全国障害種別PTA会長連絡協議会世話人
品川 裕香 教育ジャーナリスト、発達性ディスレクシア研究会理事
新藤 久典 新宿区立西戸山中学校長、全日本中学校長会会長
杉山登志郎 浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教授
髙橋 健彦 茨城県東海村教育長、全国町村教育長会長
中澤 惠江 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所企画部上席総括研究員
中村 文子 NPO法人若駒ライフサポート理事、NPO法人東京都自閉症協会前理事（元・全国知的障害特別支援学校PTA連合会会長）
久松 三二 財団法人全日本ろうあ連盟事務局長

◎宮﨑 英憲 東洋大学文学部教授
向山 行雄 中央区立泰明小学校長、全国連合小学校長会長
山岡 修 日本発達障害ネットワーク副代表、全国LD親の会理事
山口 利幸 長野県教育委員会教育長

（◎：委員長、○：委員長代理）
（平成22年10月25日現在）

中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会委員名簿
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１．インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について
○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かっていく方向性に賛成。

○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育
的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供で
きる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、
通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学び
の場」を用意しておくことが必要。

○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に向けて望ましいと考
えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きて
いくことの大切さを学ぶなど、個人の価値を尊重する態度や自他の敬愛と協力を重んずる態度を
養うことが期待できる。

○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期と中長期に整理し段
階的に実施していくことが必要。

中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会
論点整理概要（平成22年12月24日）①
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中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会
論点整理概要（平成22年12月24日）②

２．就学相談・就学先決定の在り方について
○一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定するため、また、本人・保護者、
学校、教育委員会が円滑に合意形成を図るため、医療や福祉の関係部局等との連携を図りなが
ら、障害のある子どもの教育相談・支援を乳幼児期を含め早期から行うことが必要。

○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決
定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、専門家の意見等を
踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当。その際、本人・保護者に対
し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、学校
等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育
委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校等の意見が一致しない場合の調整の仕組みにつ
いて、今後、検討していくことが必要。

○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先
の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。

○市町村教育委員会は、障害のある子ども本人・保護者に対して十分な相談・情報提供ができる体
制を整備することが必要。その支援のために都道府県教育委員会は、専門的な相談・助言機能を
充実・強化することが必要。
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３．インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備について
○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指導方法の充実、人
的・物的な環境整備等が必要。

○合理的配慮については、ソフト・ハードの両面が必要であり、今後、障害種別の内容も含めて一層
の検討が必要。

○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共
同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地域の小・中学校に副次的な学籍を持たせるな
ど一層の工夫が必要。

○特別支援学校のセンター的機能を一層活用することが必要。

４．教職員の確保及び専門性向上のための方策について
○インクルーシブ教育システムの構築のため、教職員の確保や教員の専門性の向上を図るための
具体的方策として、大学での教員養成の在り方、管理職を含めた現職教職員の研修体系、採用・
配置などについて、今後検討していくことが必要。

中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会
論点整理概要（平成22年12月24日）③
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高齢者・障害者・子育て世帯高齢者・障害者・子育て世帯
  居住安定化推進事業について 

平成２３年度高齢者等居住安定化推進事業の公募概要 

重 知

平成２２年度高齢者等居住安定化推進事業からの変更点

重要なお知らせ

 平成２２年度高齢者等居住安定化推進事業からの変更点 

特定部門「生活支援サービス付き高齢者専用賃貸住宅部門」

は除いて 「高齢者 障害者 子育て世帯居住安定化推進事は除いて、「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事

業」として実施します。 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業は別途公募予定です

（改めてお知らせする予定です。）。 

 事業の実施は平成２３年度予算の成立が条件です。 

 実施スケジュール等が変更される場合があります。 

2 
高齢者等居住安定化推進事業ホームページ   http://iog-model.jp/ 
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平成２３年度高齢者等居住安定化推進事業の公募概要 

高齢者 障害者 子育て世帯居住安定化推進事業高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業

Ａ 一般部門 ～ 評価委員会による個別審査・評価 ～ （ｐ．４） 
 

・個々の提案内容について評価委員会により評価個々の提案内容について評価委員会により評価 

ハード・ソフトにおいて先導性の高い提案 
 

 ・先導性の高い高齢者・障害者・子育て世帯向け住まいの整備 
協働型居住の試み・協働型居住の試み 

 ・高齢者・障害者・子育て世帯の住まいに関する情報提供・相談 
 ・障害者世帯・子育て世帯の居住の安定確保に資する取り組み 

Ｂ 特定部門 評価委員会による包括評価Ｂ 特定部門 ～ 評価委員会による包括評価 ～ 
 

・個別内容について要件との適合を審査の上評価委員会に諮る 

Ｂ-1 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業 （ｐ．１８） 
 

ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制整備 

Ｂ-2 公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業 （ｐ．２５） 
 

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援 障害者支援 子育て支援施設の整備公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援・障害者支援・子育て支援施設の整備 

上記のほか、地方公共団体の認定等を受けている場合、事務局の個別審査による次の事業がある。 
 

・高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ ３３）

3 ※ サービス付き高齢者向け住宅整備事業については、別途公募予定。 

 高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の 体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ．３３） 
 ・地方公共団体の計画に位置付けられた高齢者生活支援施設等 （ｐ．２５） 

一般部門の概要 

＜概要＞ 

・高齢者・障害者・子育て世帯にかかる居住の安定を推進・支援するプロジェクト
のうち ハード・ソフト面で先導性が高いものを対象とするのうち、ハード・ソフト面で先導性が高いものを対象とする。 

・内容について個々に評価委員会の評価を受け、その結果に基づいて国が選定
するプロジェクトに対して助成

＜補助率等＞ 

する ジ ク 対し 助成

○建築工事費等 
 ・住宅及び高齢者の交流施設等の整備費（補助率：新築等１／１０、改修２／３）

 ・設計費（補助率：２／３） 

○技術の検証費○技術の検証費 
 ・居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用（補助率：２／３） 

○情報提供及び普及費○情報提供及び普及費 
 ・選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用等（補助率２／３）  

4 
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一般部門の概要  

＜評価の視点の例＞ 

○先導性の高い高齢者 障害者及び子育て世帯向けの住まいの○先導性の高い高齢者、障害者及び子育て世帯向けの住まいの
新築・改築 

○高齢者 障害者又は子育 世帯を含む協働型居住 試み○高齢者、障害者又は子育て世帯を含む協働型居住の試み  

○高齢者、障害者又は子育て世帯への安心・見守りサービスの提供 

○高齢者、障害者又は子育て世帯の住まいに関する情報提供・相
談業務談業務  

○障害者世帯・子育て世帯の居住の安定確保に資する取り組み   

5 

提案のイメージ① 

高齢者の居住に関する地域固有の課題の解決を高齢者の居住に関する地域固有の課題の解決を
図るための取組み 

高齢者の集住の誘導によるサービスの効率化・きめ細かなサービス提供 

【 巡回・送迎 】 巡回・送迎 

間取り変更

山間部の高齢者の集落内への住替え 

集落 

・集落内での交流機会創出

間取り変更 
エレベーター設置 
スロープ設置 
浴室改造等 

集落内での交流機会創出 
・試行的な共同生活実施 
（共同生活体験住居の整備） 

空家を改修して高齢者が集まって暮らす住宅を整備 

助成対象助成対象

住替え円滑化等のためのプログラム策定・実施に必要な経費（補助率2/3） 
空家の改修費（補助率2/3）等 

成 象成 象

※介護保険に係る事業は対象外 
6 
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平成21年度高齢者居住安定化モデル事業 選定事業 

高齢者居住安心ネット金ヶ崎 ／ 医療法人社団 創生会

センターハウス 

デ

■事業実施箇所 岩手県金ヶ崎地域 

介護と医療の 環した地域的なサ ビス体制を構築

高齢者居住安心ネット金ヶ崎    ／ 医療法人社団 創生会

 診療所、デイサー
ビスを備えた高専
賃を整備し、サービ
スの拠点とする。

 介護と医療の一環した地域的なサービス体制を構築。
金ヶ崎駅前に要介護度2～要介護度3の高齢者を対象

とするセンターハウスを新築し、集落内に自立～要介
護度2の高齢者を対象としたサテライトハウスを改修し スの拠点とする。

高専賃 1棟20戸 
デイサービス 
診療所 

て整備する。対象者の状態に合わせた住居と老健施
設・病院との連携によるサービス体制を総合的に構築
する事業。 

地域 空家を

サテライトハウス 

⾦ヶ崎駅前センターハウス 
サテライトハウス 

１号 

 地域の空家を
改修し、高専賃
として活用する。 

水沢区 

沢

 
  高専賃 
    20棟/100戸 

胆沢区

  サテライトハウス整備予定 
胆江生活圏（半径10kmを想定） 7 

提案のイメージ② 

福祉施設 地域等との連携による高齢者が

高齢者がどのような心身の状況にな ても（健常時 入院時 リハビリ時 要介護

 ・ 施設や高齢者向け住宅の空室等の情報の共有・高 
  齢者へのあっせんに関する取組み 
 ・ 日常時の見守り体制や緊急時対応の体制整備 等  

福祉施設、地域等との連携による高齢者が 
安心して暮らせる環境づくりのための取組み 

高齢者がどのような心身の状況になっても（健常時、入院時、リハビリ時、要介護
時等）、住み慣れた地域で安心して居住し続けることができる居住環境を整備 

・施設や高齢者向け住宅の 
 空室等の情報の共有・高空室等の情報の共有 高
 齢者へのあっせんに関す 
 る取組み 

常時 守 体制・日常時の見守り体制や緊
 急時対応の体制整備 等  

助成対象助成対象

高齢者向け賃貸住宅整備費（補助率1/10） 
見守り等の連携体制整備に係る経費（補助率2/3）等 ※介護保険に係る事業は対象外 

成 象成 象

8 
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平成21年度高齢者居住安定化推進事業 選定事例 

スープの冷めない距離での安心生活と地域共生ケア ／ 有限会社 親和会

 介護事業者が、地域のケア拠点である自社の小規模多機能事業所から至近エリアにある空き家
を改修し、近隣の医院や病院・在宅介護サービス事業者との連携体制を確保しつつ、高齢者の住ま

スープの冷めない距離での安心生活と地域共生ケア ／ 有限会社 親和会

いを整備するもの。 

■事業実施箇所 兵庫県相生市 

■事業実施年度 平成21年度
住宅地 位置する木造平屋建 居宅（ ） 住宅を

■事業実施年度 平成21年度 
住宅地に位置する木造平屋建の居宅（5DK）の住宅を

取得して、高齢者向け住宅への改修を実施。住宅の前

庭を地域の交流広場として開放。  

見学会を兼ねた見学会を兼ねた
  地域イベントの様子 

9 

平成22年度高齢者等居住安定化推進事業 選定事例 

泉北ほっとけないネットワーク・新近隣住区 ／ NPOすまいるセンター

  まちづくり活動を行うNPOが、高齢化が進む大都市近郊大型団地において、空き店舗・住戸を改修し、
サポート付き住宅と地域住民も対象とする配食センター・24時間支援センターを整備する。情報端末等
を用いて 地域のネットワーク化を図り 生活支援サービス等の検証を行う

泉北ほっとけないネットワ ク 新近隣住区 ／ NPOすまいるセンタ  

を用いて、地域のネットワーク化を図り、生活支援サービス等の検証を行う。

■事業予定地 大阪府堺市南区槙塚台校区■事業予定地   大阪府堺市南区槙塚台校区 

■予定事業期間  平成22年度～平成24年度 

10 
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福祉施設 地域等との連携による障害者が

提案イメージ③ 

福祉施設、地域等との連携による障害者が 
安心して暮らせる環境づくりのための取組み 

障害者が自らの希望により 慣れ親しんだ地域の民間の賃貸住宅等において 十分な介障害者が自らの希望により、慣れ親しんだ地域の民間の賃貸住宅等において、十分な介
助等の支援を受けつつ、地域社会の一員として自立した生活を送れるよう、地域の関係
機関等によるネットワークの整備を図る。 

障害者の生活を支える地域のネ トワ クづくり

家庭 
（親族と同居） 

福祉事務所

障害者の生活を支える地域のネットワークづくり 

障害者用住宅整備 
（障害特性に応じた改修） 

福祉事務所 
児童相談所 
ハローワーク 
特別支援学校 
就労支援セ タ

サポート 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
入所施設・病院

就労支援センター
社会福祉協議会 
サービス事業者 
医療機関

ｹｱﾎｰﾑ 
入所施設 病院 医療機関

宅地建物取引業者 等 

助成対象助成対象

障害者用住宅整備（改修）費（補助率2/3） 
生活・就労相談、見守り、緊急時対応等に係る社会実験費（補助率2/3）等 

助成対象助成対象

11 

地域のシニア世代が参画する子育て 多世代交流の取組み

提案イメージ④ 

地域のシニア世代が参画する子育て・多世代交流の取組み

地域に住む子育てを終えたシニア世代が、空き店舗・空き家などのスペースを使って 
地域の子どもやその親に対して、ワークショップなどの子育て支援を実施し、地域の子どもやその親に対して、ワ クショップなどの子育て支援を実施し、 
子育てしやすい居住環境を整備 
  ・シニア世代、子育て世帯双方の交流が進み、地域の活性化にも寄与 
  ・住宅地内の未利用スペースを活かしたコミュニティミックスの促進住宅地内 未利用 を活 した ティ ック 促進

住宅地内に交流スペースを整備 
交流スペースでシニア世代が 

高齢化の進行・活力の低下 子育ての経験不足 
子育ての悩み… 

子どもの居場所と親子広場を開設 
 
 
 
 
 
 

地域の活性化
シニア世代 子育て世帯 

地域の活性化
各世代の活き活きとした生活を実現 

助成対象助成対象

交流スペース整備費（補助率1/10） 
子育てに配慮した住宅への改修費（補助率2/3） 等 

12 
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平成22年度高齢者等居住安定化推進事業 選定事例 

さまざまなものが「混ざって暮す」ミクスチャーハウス ／ ゴジカラ村役場株式会社さまざまなものが 混ざって暮す」ミクスチャ ハウス ／ ゴジカラ村役場株式会社  

 多世代賃貸住宅等運営する介護事業者が、大都市近郊市街地において、特養等実績を有する社会
福祉法人等との共同提案として、単身・夫婦高齢者世帯、ファミリー世帯、若年単身世帯等の多世代
を対象として一般賃貸住宅と高専賃をコーポラティブ＆コレクティブ方式で建築し供給するもの。

■事業予定地 愛知県長久手町 

高齢者専用賃貸住宅部 レストラン部

を対象として 般賃貸住宅と高専賃をコ ポラティブ＆コレクティブ方式で建築し供給するもの。 

高齢者専用賃貸住宅部
居室面積：25㎡  
設備：キッチン、浴室、洗面、トイレ、収納、緊急通報装置 
共有部：共有キッチン、共有リビング、共有浴室、共有トイレ 
仕様：全てバリアフリー構造、全室スプリンクラー完備 

レストラン部
高齢者に対して食事を提供（一般入居者、施設部外者利用可能） 

訪問介護事業部 
建物内に訪問介護事業所を配置  

一般賃貸住宅部 
居室面積：25㎡～75㎡ 
設備：キッチン、浴室、洗面、トイレ、収納 
仕様：全てバリアフリー構造、全室スプリンクラー完備 

13 

平成22年度高齢者等居住安定化推進事業 選定事業 

団地居住者が自ら参加できる「見守り 助け合い」団地居住者が自ら参加できる「見守り・助け合い」・  
「生きがい」・「多世代交流」の拠点づくり      ／ 滝山団地自治会 

■事業概要 配置図

■事業予定地   東京都東久留米市 

 大都市近郊の大規模団地において、

既存集会所を改修し、団地自治会が、

見守り 助け合いの拠点整備を行い 配

■事業概要 配置図 

見守り・助け合いの拠点整備を行い、配

食による高齢者の見守り、寺子屋による

子どもの見守り、多世代交流、助け合い

活動による日常生活支援と社会参加の

あんしんつながりの家 
（団地の寺子屋） 

活動による日常生活支援と社会参加の

機会づくりにより、高齢化が進んだ大規

模団地の住民自身による地域の活性化

を図ろうとするものを図ろうとするもの。   

14 
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平成22年度高齢者等居住安定化推進事業 選定事例 

NAGAYA TOWER PROJECT ／ 個人

 ホスピス等を運営する医療法人理事長が、地方都市の中心市街地において、診療所・介護サービ
ス施設・保育園等を併設した高齢者・障害者・学生等多様な世帯を対象とした賃貸住宅を供給し、入

NAGAYA TOWER PROJECT           ／ 個人 

帯 象 賃貸 、
居者が相互扶助を実現する場を提供しようとするもの。 

■事業予定地   鹿児島県鹿児島市 

■予定事業期間  平成22年度～平成23年度 

11F 

共同住宅57戸 
うち、 
高齢者（単身）  21戸 
高齢者 4戸

｜
高齢者           4戸 
身障者          3戸 
ファミリー        5戸 

｜

4F4F

3F  保育園 

2F 診療所 調剤薬局、テナント 

完成イメージ 

1F  ボランティアルーム カフェ、レストラン 
補助対象外 

15 

平成21年度高齢者居住安定化モデル事業 選定事業 

密集市街地における｢まちづくりエンアパートメント｣密集市街地における まちづくり ンア トメント｣
／社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会 

■事業実施箇所 大阪市西成区 

 大阪市の木造住宅密集市街地において、
社会福祉法人が地域福祉団体等とのネット
ワークを活かし、老朽住宅に居住する高齢
者の住み替え先としての｢しごと付き｣｢あそ者の住み替え先としての｢しごと付き｣｢あそ
び付き｣｢安心付き｣の高専賃、認知症高齢
者グループホーム等を整備する事業。 

まちづくりエンアパ トメントの３つの想いまちづくりエンアパートメントの３つの想い 
あなたに「居場所」を提案する住まい 

あなたの「エンパワーメント」を応援するアパート 
あなたも「やっていこう」を体感する住空間 

しごと付き あそび付き 

３つの仕掛け 

安心付き 

・高齢者だけでな
い多世代が居住 

・社会福祉法人
が責任を持って
運営

・孤立しがちな高
齢者に人との関
係性や関心縁か
ら新たな縁を創る
住 ま い づ く り の

・高齢化に伴い特
に一人暮らし高
齢者は役割の喪
失や減少を体感 

・高齢者の潜在能 運営 
・地域のまちづく
り 委 員 会 が サ
ポート 

住 ま い づ く り の
きっかけとして、
あそび場的機能
を設置 

・高齢者の潜在能
力を活かし、活
躍できる場として、
「しごと」に着目 

16 
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高齢者 障害者 子育て世帯居住安定化推進事業

平成２３年度高齢者等居住安定化推進事業の公募概要 

高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業

Ａ 一般部門 ～ 評価委員会による個別審査・評価 ～ （ｐ．４） 
 

・個々の提案内容について評価委員会により評価個々の提案内容について評価委員会により評価 

ハード・ソフトにおいて先導性の高い提案 
 

 ・先導性の高い高齢者・障害者・子育て世帯向け住まいの整備 
協働型居住の試み・協働型居住の試み 

 ・高齢者・障害者・子育て世帯の住まいに関する情報提供・相談 
 ・障害者世帯・子育て世帯の居住の安定確保に資する取り組み 

Ｂ 特定部門 評価委員会による包括評価Ｂ 特定部門 ～ 評価委員会による包括評価 ～ 
 

・個別内容について要件との適合を審査の上評価委員会に諮る 

Ｂ-1 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業 （ｐ．１８） 
 

ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制整備 

Ｂ-2 公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業 （ｐ．２５） 
 

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援 障害者支援 子育て支援施設の整備公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援・障害者支援・子育て支援施設の整備 

上記のほか、地方公共団体の認定等を受けている場合、事務局の個別審査による次の事業がある。 
 

・高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ ３３）

17 ※ サービス付き高齢者向け住宅整備事業については、別途公募予定。 

 高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の 体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ．３３） 
 ・地方公共団体の計画に位置付けられた高齢者生活支援施設等 （ｐ．２５） 

ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業のイメージ 

＜事業イメージ＞ 

補助金交付 補助金交付申請 

＜事業イメ ジ＞

住宅改修グループ 
ケアの専門家と設計者・工務店等の連携体制が整備されること 

○研修、情報提供、普及啓発、アセスメント等 （補助率2/3（上限1,000万円／グループ・年）） 
○個々の住宅の改修 （補助率1/2（上限 200万円／戸））○個々の住宅の改修 （補助率1/2（上限   200万円／戸）） 

改修申込 
・ 

改修工事費等 

改修 
・ 

補助金 

改修申込 
・ 

改修工事費等 

改修 
・ 

補助金 

改修申込 
・ 

改修工事費等 

改修 
・ 

補助金 

・・・・・ ・・・・・ 

地域のケアの専門家※や設計者・工務店等により構成される団体・グループであって、次のいずれかに該当するもの 
［１］リハビリテーション機能を有する医療施設、介護保険施設を運営する医療法人等を構成メンバーとするグループ 
［ ］地方 共 体 認 設立された福祉 療 建築 関する 体※※が中心とな 設立するグ プ

＜住宅改修グループ＞ 

［２］地方公共団体の認可により設立された福祉、医療又は建築に関する団体※※が中心となって設立するグループ 
［３］地方公共団体が主体となって設立された協議会等の団体又は地方公共団体の推薦を受けたグループ 
  ※ ケアの専門家とは、医師、看護師、作業療法士、理学療法士   ※※ 公益法人、社会福祉協議会等 

＜住宅改修の対象となる住宅＞
次に掲げる者が居住する住宅 
［１］ 要介護認定、要支援認定又は障害等級認定を受けている者 
［２］ ［１］に準ずる者であって、身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困難を伴うと医師が認める者 

＜住宅改修の対象となる住宅＞ 
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ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業のイメージ 

＜住宅改修グループ＞ 

 地域のケアの専門家※や設計者・工務店等により構成される団体・グループであって、
次のいずれかに該当するもの 

［１］ リハビリテーション機能を有する医療施設、介護保険施設を運営する医療法人等を
構成メンバーとするグループ構成メンバ とするグル プ

［２］ 地方公共団体の認可により設立された福祉、医療又は建築に関する団体※※が中
心となって設立するグループ 

［３］ 地方公共団体が主体となって設立された協議会等の団体又は地方公共団体の推
薦を受けたグループ 

 
※ ケアの専門家とは、医師、看護師、作業療法士、理学療法士 

※※ 公益法人、社会福祉協議会等の非営利団体 

留意点 団体・グループについては、ケア連携体制の整備が図られるよう広く関係者が参加する
ものを対象とします 
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ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業のイメージ 

＜住宅改修の対象となる住宅＞＜住宅改修の対象となる住宅＞ 
次に掲げる者が居住する住宅 

［１］ 要介護認定 要支援認定又は障害等級認定を受けている者［１］ 要介護認定、要支援認定又は障害等級認定を受けている者 

［２］ ［１］に準ずる者であって、身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困
難を伴うと医師が認める者 

 
＜補助率等＞ 

［１］ ケア連携型バリアフリー改修の推進環境の整備費［１］ ケア連携型バリアフリ 改修の推進環境の整備費

補助率２／３、補助金の上限額1,000万円／グループ・年 

① 研修会の開催等研修事業に係る経費 

② ケアの専門家が行う訪問相談、改修プランへの助言、改修内容の評価に係る経費（ケアの
専門家に支払う謝金、旅費が対象で１件当たり６万円かつ１回当たり２万円を上限） 

③ 改修プランの作成費（住宅所有者が委託する調査設計費で１件当たり20万円を上限） 

④ 事業成果の情報提供・普及啓発に係る費用 

［２］ 住宅の改修工事費 

補助率１／２ 補助金の上限額200万円／戸補助率１／２、補助金の上限額200万円／戸

※ 介護保険等の給付対象額を除く。また、住宅エコポイントとの併用はできない。 
20 
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提案者 評価委員会事務局 都道府県 市町村

提案から選定までの流れ（ケア連携型バリアフリー改修体制整備） 

提案者 評価委員会事務局 都道府県 市町村

（実施区域の決定） 
推薦依頼※ 

 
 

  
推薦 

提案申請書の提出 
 

情報の提供 
    

住宅部局 
        調整 

住宅部局 
        調整 原則２週間

以上経過
※ 提案グループの構成

 
 
 

 結果回答 

 
評価結果報告

福祉部局 福祉部局 
内容 確認※ 

以上経過
後は支障
なしと扱う 

が一定の場合以外は
地方公共団体の推薦
が必要 

※ 推薦主体は都道府県 
 
 
 

 
（国土交通省） 

事業の選定
※確認事項 
（次に該当すると判断したときは書面にて理由を回答）

※ 推薦主体は都道府県
も可 

 
 

交付申請 

事業の選定

選定通知書の発出 

補助事務事業者 

提案者（事業予定者）が、宅建業法、建設業法、
建築士法、介護保険法、医療法等の法令に基づく
行政処分の処分期間中である場合 

その他本事業遂行上特段の支障が生ずるおそれ
   交付決定 

   事業着手 

その他本事業遂行上特段の支障が生ずるおそれ
があると認める場合 

 

住宅 事業着手

    交付申請※ 

 

住宅
改修
工事 

※ 改修工事を実施する住宅が決定したら、交付申請

の変更を行い、改修工事を実施してください。（改
修住宅の決定を受け、交付申請を追加変更） 
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ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業のイメージ ＜実施フロー＞ 

相談・受付提案者とその構成員 
選定通知受 相談・受付 

   訪問相談・事前評価 

ケアの専門家 

設計者 

構 員
選定通知受理 

共同事業者による規約の締結等

規約の締結 

施工業者 

共同事業者による規約の締結等

補助金の交付申請・交付決定

  改修プランの作成 
事業に参加する提案者（その
構成員）等に対して、事業を適
切に実施するために必要とな

補助金の交付申請 交付決定 

研修事業の実施 

  改修プランへの助言 

切に実施するために必要とな
る知識等を習得 

改修事業の実施 

補助金交付申請 

改修工事の実施

実施の成果・反省点を踏まえ、
次の事業に反映させるとともに、
広く情報提供することにより、

事業 体等 普

普及啓発事業の実施        
（事業成果を広く共有） 

改修工事の実施 

工事完了の確認 

他の事業主体等に普及

完了実績報告 

改修後の評価 
補助金の交付 
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ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業の選定事例 

●神奈川県住まいのバリアフリーリフォーム支援事業（神奈川県内）●神奈川県住まいのバリアフリーリフォーム支援事業（神奈川県内） 

＜住宅改修グループ＞ ⇒ グループ要件の［2］に該当 
  建築及び福祉に関する２つの社団法人と３つの社会福祉協議会からなるグループ 

＜実施事業＞ 
  推進環境の整備（全て）、住宅の改修工事 

＜事業実施体制＞＜事業実施体制＞ 
 

(社)かながわ住まい・まちづくり協会 (社)かながわ福祉サービス振興会 

建築士（会員） 登録施工業者 研修・情報提供・普及啓発 

ケアの専門家 

訪問相談・助言 

改修プランの作成
鎌倉市社会福祉協議会 

茅ヶ崎市社会福祉協議会 

改修プランの作成 

住宅の改修 

逗子市社会福祉協議会 

資格者（理学療法士、看護師） 助言・評価 
23 

高齢者 障害者 子育て世帯居住安定化推進事業

平成２３年度高齢者等居住安定化推進事業の公募概要 

高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業

Ａ 一般部門 ～ 評価委員会による個別審査・評価 ～ （ｐ．４） 
 

・個々の提案内容について評価委員会により評価個々の提案内容について評価委員会により評価 

ハード・ソフトにおいて先導性の高い提案 
 

 ・先導性の高い高齢者・障害者・子育て世帯向け住まいの整備 
協働型居住の試み・協働型居住の試み 

 ・高齢者・障害者・子育て世帯の住まいに関する情報提供・相談 
 ・障害者世帯・子育て世帯の居住の安定確保に資する取り組み 

Ｂ 特定部門 評価委員会による包括評価Ｂ 特定部門 ～ 評価委員会による包括評価 ～ 
 

・個別内容について要件との適合を審査の上評価委員会に諮る 

Ｂ-1 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業 （ｐ．１８） 
 

ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制整備 

Ｂ-2 公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業 （ｐ．２５） 
 

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援 障害者支援 子育て支援施設の整備公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援・障害者支援・子育て支援施設の整備 

上記のほか、地方公共団体の認定等を受けている場合、事務局の個別審査による次の事業がある。 
 

・高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ ３３）

24 ※ サービス付き高齢者向け住宅整備事業については、別途公募予定。 

 高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の 体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ．３３） 
 ・地方公共団体の計画に位置付けられた高齢者生活支援施設等 （ｐ．２５） 
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公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業のイメージ 

＜要件＞ ＜補助率＞

余剰地 

 
○公的賃貸住宅団地内に高齢者生活支援施設等

又はグループホームを整備するものであること 
○地域住民（当該公的賃貸住宅団地居住者を含

○高齢者・障害者・子育て生活支援施設、 
  グループホーム、有料老人ホーム 

新築1/10（上限1 000万円／施設）

＜要件＞ ＜補助率＞ 

○地域住民（当該公的賃貸住宅団地居住者を含
む）に対して生活相談、介護予防等の取組又はグ
ループホームなど地域密着型のサービス提供を
行うものであること 

○当該公的賃貸住宅団地の管理者が推薦した者で

新築1/10（上限1,000万円／施設） 
改修1/3（上限1,000万円／施設） 

※ただし、高齢者居住安定確保計画等に位置づけら
れる高齢者・障害者・子育て生活支援施設につい

○当該公的賃貸住宅団地の管理者が推薦した者で
あること（住宅管理者自らが公募する場合を除く） 

※当該公的賃貸住宅団地の管理者は入居者募集上の配
慮、バリアフリー化等に努めること 

ては、補助率を45%／補助限度額を、原則として、
団地の戸数に60万円を乗じて得た額又は１億円
のいずれか少ない額とする 

○高齢者専用賃貸住宅

○高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホームを合築・
併設する場合は新築・改修費にも補助 

○高齢者専用賃貸住宅 
新築1/10（上限 100万円／戸） 
改修1/3（上限 100万円／戸） 

＜オプション＞ 
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公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業のイメージ 

＜要件＞ 

○ 公的賃貸住宅団地内に高齢者生活支援施設等又はグループホームを整
備するものであること 

○ 地域住民（当該公的賃貸住宅団地居住者を含む）に対して生活相談、介
護予防等の取組又はグル プホ ムなど地域密着型のサ ビス提供を護予防等の取組又はグループホームなど地域密着型のサービス提供を
行うものであること 

○ 当該公的賃貸住宅団地の管理者が推薦した者であること（住宅管理者自○ 当該公的賃貸住宅団地の管理者が推薦した者であること（住宅管理者自
らが公募する場合を除く） 

※ 当該公的賃貸住宅団地の管理者は入居者募集上の配慮、バリアフリー化等に
努めること 

 

＜オプション＞ 

○ 高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホームを合築・併設する場合は新築・改高齢者専用賃貸住 、有料 を合築 併設す 場合 新築 改
修費にも補助 
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公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業のイメージ 

＜補助率等＞ 

○高齢者・障害者・子育て生活支援施設、グループホーム、有料老人ホーム 高齢者 障害者 育 活支援施設、 、有料

   新築1/10（上限1,000万円／施設） 

改修1/3（上限1 000万円／施設）   改修1/3（上限1,000万円／施設）

※ ただし、高齢者居住安定確保計画等に位置づけられる高齢者・障害者・子育
て生活支援施設については、補助率を45%、補助限度額を、原則として、団
地の戸数に60万円を乗じ 得た額又は 億円のいずれか少ない額とする地の戸数に60万円を乗じて得た額又は１億円のいずれか少ない額とする 

 
○高齢者専用賃貸住宅○高齢者専用賃貸住宅

   新築1/10（上限 100万円／戸） 

改修1/3（上限 100万円／戸）   改修1/3（上限 100万円／戸） 
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提案者
委 会事務

公的賃貸住宅団地管理者

提案から選定までの流れ（公的団地型：民間事業者提案の場合） 

提案者 
（施設を整備する者） 

評価委員会事務局 
公的賃貸住宅団地管理者 
（地方公共団体、公社、UR） 

敷地譲渡等に応募   敷地譲渡等の公募
 

土地取得等の調整 
 
 

  選定 
       推薦・承諾※ 

敷地譲渡等の公募 

 
提案申請書の提出 

 
情報の提供※ 

 
審査結 報告

都道府県・市町村 

計画の位置付け等と異な
合 旨 答 

 
審査結果報告 

 
（国土交通省）

調査設計費は補助対象外である
ため、補助金の交付決定とは関
係なく設計を実施してください。 

る場合は、その旨回答 

※地方公共団体の計画に位置づ
けられた施設の場合  

 
 

（国土交通省） 
事業の選定 

選定通知書の発出 

団地管理者による推薦・承諾
において、計画に位置づけがあ
ること又は高齢者居住安定確保
計画に確実に位置付けられるこ

交付申請 
  交付決定 

補助事務事業者 とが分かる資料を添付。 

団地管理者が地方公共団体
以外の場合にあっては、情報の
提供を行い 計画への位置付け  

着工 
 

提供を行い、計画への位置付け
に確認する。 
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事業者 提案者

提案から選定までの流れ（公的団地型：団地管理者提案の場合） 

事業者 
（施設を整備する者） 

評価委員会事務局 
提案者 

（公的賃貸住宅団地管理者） 

 （建設団地の選定）
敷

 
 

（敷地譲渡等に応募）

 
審査 

   
 提案申請書※の提出 

敷
地
譲
渡
等（敷地譲渡等に応募）

 
 

審査結果報告 
 

 
         
 

調査設計費は補助対象外である

等
の
公
募

 
 

（国土交通省） 
事業の選定 

選定通知書の発出

 
（譲渡先等の選定） 

選定通知書の写し送付

調査設計費は補助対象外である
ため、補助金の交付決定とは関
係なく設計を実施してください。 

募※
 

 
 
 

選定通知書の発出

 
 

選定通知書の写し送付 
 

年度 譲渡 等を決定
交付申請 

交付決定 

補助事務事業者 ※ 年度内に、譲渡先等を決定し、

事業着手可能なものについて
提案してください。 

※ 地方公共団体の計画に位置づ
 

着工 

※ 地方公共団体の計画に位置

けがある場合には、その旨明
らかにして応募してください。 
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公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化の事例① 

●高根台つどいの家〈ＵＲ団地：ア トヒル高根台〉 （千葉県船橋市）●高根台つどいの家〈ＵＲ団地：アートヒル高根台〉 （千葉県船橋市） 

ＵＲ賃貸住宅団地の建替えによって生じた土地を民間事業者に譲渡し、高齢者
専用賃貸住宅、介護事業所等を整備。専用賃貸住宅、介護事業所等を整備。   

・高齢者専用賃貸住宅（自立型・介護型）  ・小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症高齢者グル プホ ム 訪問介護事業所 食堂（昼食時には周辺開放）

・高齢者専用賃貸住宅（自立型・介護型）  ・小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症高齢者グル プホ ム 訪問介護事業所 食堂（昼食時には周辺開放）

【施設概要】 

・認知症高齢者グループホーム  ・訪問介護事業所  ・食堂（昼食時には周辺開放） ・認知症高齢者グループホーム  ・訪問介護事業所  ・食堂（昼食時には周辺開放） 

自治会要望による多目的
スペースの設置 

ＵＲ賃貸住宅団地 
高根台つどいの家

地元配食事業者を自治会
に相談し誘致 

高根台つどいの家 

【団地諸元】 
敷地 積

【高根台つどいの家】 
・敷地面積：約3 610㎡

 ・敷地面積：44.7ha  
  ・従前管理戸数：4,608戸 
  ・管理戸数：2,822戸(平成20年度末) 

 敷地面積：約3,610㎡ 
  ・延床面積：約3,451㎡ 
  ・構造規模：RC造、5階建 
  ・開設時期：平成21年6月 
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公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化の事例② 

●健軍くらしささえ愛工房〈熊本県営住宅：健軍団地〉 （熊本県熊本市）●健軍くらしささえ愛工房〈熊本県営住宅：健軍団地〉 （熊本県熊本市）

建替えとあわせて県営住宅１階に地域の福祉・交流拠点を整備。 

NPOによる地域居住支援など 地域住民とのパートナーシップにより運営   NPOによる地域居住支援など、地域住民とのパ トナ シップにより運営。 

介護相談、生活相談、
子育て相談等の総合的
介護相談、生活相談、
子育て相談等の総合的

障害者が働く喫茶・障害者が働く喫茶・

集会室 
子育て相談等の総合的
な相談窓口 
子育て相談等の総合的
な相談窓口 

障害者が働く喫茶
軽食サービス事業 
障害者が働く喫茶
軽食サービス事業 

高齢者のデイサービス・ 
夜間一時預かり・ 
配食サービス 

高齢者のデイサービス・ 
夜間一時預かり・ 
配食サービス 

子育て支援や子育て 
支援活動の実施 
子育て支援や子育て 
支援活動の実施 

【健軍団地１階平面図】 

実実
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平成２３年度高齢者等居住安定化推進事業の公募概要 

高齢者 障害者 子育て世帯居住安定化推進事業高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業

Ａ 一般部門 ～ 評価委員会による個別審査・評価 ～ （ｐ．４） 
 

・個々の提案内容について評価委員会により評価個々の提案内容について評価委員会により評価 

ハード・ソフトにおいて先導性の高い提案 
 

 ・先導性の高い高齢者・障害者・子育て世帯向け住まいの整備 
協働型居住の試み・協働型居住の試み 

 ・高齢者・障害者・子育て世帯の住まいに関する情報提供・相談 
 ・障害者世帯・子育て世帯の居住の安定確保に資する取り組み 

Ｂ 特定部門 評価委員会による包括評価Ｂ 特定部門 ～ 評価委員会による包括評価 ～ 
 

・個別内容について要件との適合を審査の上評価委員会に諮る 

Ｂ-1 ケア連携型バリアフリー改修体制整備事業 （ｐ．１８） 
 

ケアの専門家と設計者・施工者の連携体制により行われるバリアフリー改修及び体制整備 

Ｂ-2 公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化事業 （ｐ．２５） 
 

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援 障害者支援 子育て支援施設の整備

上記のほか、地方公共団体の認定等を受けている場合、事務局の個別審査による次の事業がある。 
 

・高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ ３３）

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支援・障害者支援・子育て支援施設の整備 

32 ※ サービス付き高齢者向け住宅整備事業については、別途公募予定。 

 高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の 体的な整備事業 ＜経過措置＞ （ｐ．３３） 
 ・地方公共団体の計画に位置付けられた高齢者生活支援施設等 （ｐ．２５） 
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高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業のイメージ 

＜要件＞ 管理の要件 
住宅の要件 
○５戸以上 
○原則２５㎡以上 

※共同利用の居間 食堂 台所等が十分な

○高齢者向け優良賃貸住宅として地
方公共団体から認定を受けること 

○高齢者向け優良賃貸住宅として１０
年以上管理すること※共同利用の居間、食堂、台所等が十分な 

  面積を有する場合は18㎡以上 

○原則、耐火構造又は準耐火構造 
○原則、台所、水洗便所、収納設備、

浴室の設置

年以上管理すること 
○原則公募、抽選等公正な方法によ

る入居者の選定、計画的な修繕、
適切な事業経営計画 

浴室の設置 
○高齢者の身体機能の低下に対応し

た構造・設備 
○緊急時対応サービスを受けうること 

入居者等の要件 
○入居者が６０歳以上の単身高齢者

又は高齢者夫婦等であること 
○賃貸人が、賃貸住宅の管理を行う

ために必要な資力及び信用、能力
を有すること 

高齢者生活支援施設等の要件

上記の要件については、都道府
県等が高齢者居住安定確保計画
で別の基準を定めた場合には、
当該基準に適合することが必要

○住宅の共用部分等及
び加齢対応構造等
にも補助 

高齢者生活支援施設等の要件 
○総合生活サービス窓口、情報提供

施設、生活相談サービス施設、食
事サービス施設、 交流施設、健康

当該基準に適合することが必要 

 

＜補助率＞ 

事サ 施設、 交流施設、健康

維持施設、介護関連施設、医療施
設又は訪問看護ステーション若しく
はこれらに付随する収納施設等 

住    宅    ： 新築、改修 2/3 
  （共用部分等及び加齢対応構造等の整備に要する費用に限る。） 

高齢者生活支援施設等： 新築、改修 2/3                  
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高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業 

＜留意点＞＜留意点＞ 

○ 高齢者住まい法改正法案との関係 

・ 改正法が成立し施行された時点（以下「施行時点」という。）で、高齢者向け優
良賃貸住宅制度は廃止される 

・ このため、施行時点までに高優賃の認定を受けているもの又は事業の計画に着
手しているものについて助成手しているものについて助成

・ 『計画に着手』とは、高優賃に係る設計委託に係る契約締結をもって判断 

・施行時点以降は、地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地方公共団体の認定施行時点以降は、地域優良賃貸住宅制度要綱に基 く地方公共団体の認定
を受けることが必要 

○ 改正法施行時における事業の進捗状況と補助対象との関係 

ケース 施行時点以前 施行時点以降 補助対象※ 

① 認定済み 高優賃の認定済み ○ 

② 計画着手済み 設計委託の契約締結 地優賃の認定を受ける ○ ② 計画着手済み 設計委託の契約締結 地優賃の認定を受ける ○ 

③ 計画未着手 設計委託の契約締結 × 

※ いずれのケースであっても平成25年度までに事業が実施されるものに限り補助対象となり、※ いずれのケ スであっても平成25年度までに事業が実施されるものに限り補助対象となり、
平成26年度以降に実施される事業は補助対象外となるので注意すること。 

※ 本事業については、申請書の提出受付開始後、随時受け付けます。 
34 
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23年度 24年度 25年度

高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者生活支援施設の一体的な整備事業（経過措置） 

高齢者住まい法 

高齢者向け優良

法
制
度
上

23年度 24年度 25年度 

認定終了 

改正法成立 改正法施行 

賃貸住宅 

サービス付き高齢者向け住宅
(仮称） 

上
の
変
遷 

認定終了 

登録開始 

 改正高齢者住まい法の施行前に着手（設計を含む.。）した高優賃については、施行日以降であっても現
行の予算制度の下で新規採択を実施 ただし 補助の対象となるのは 平成25年度までに実施されるもの

高優賃の高優賃の整備費整備費に係る助成の経過措置についてに係る助成の経過措置について  ※ 

計画着手 交付申請（着工）

行の予算制度の下で新規採択を実施。ただし、補助の対象となるのは、平成25年度までに実施されるもの
に限るものとする。 

事業終了

現行予算制度での補助対象
（経過措置でない）

計画着手 交付申請（着工） 事業終了

計画着手 交付申請（着工） 事業終了 

（経過措置でない） 

現行予算制度での補助対象
（経過措置） 

交付申請（着工） 計画着手 事業終了 

25年度実施分まで現行予算制度での補助対象
（経過措置） 

補助対象外 

計画着手 交付申請（着工） 事業終了 

補助対象外 
（認定着手が改正法施行日以降） 

35 

提案者 評価委員会事務局 都道府県等

提案から選定までの流れ（生活支援施設付高優賃等の場合） 

提案者 評価委員会事務局 都道府県等 

（建設地の選定） 
提案申請書の提出 

 
情報の提供

 
住宅部局提案申請書の提出

 

 

情報の提供

 
審査結果報告 

住宅部局 
 

結果回答 高
優

 

資金計画面を除いた部分（住宅

原則２週間以上経過後は支
障なしと扱う 

 
 
 

（国土交通省） 
事業の選定

 

 
 

調査設計費は補助対象
外であるため、補助金の
交付決定とは関係なく設
計を実施してください。 

優
賃
等
の
認

資金計画面を除いた部分（住宅
の基準等の部分）で認定上支障
があると認められる場合はその
旨回答。 

 

    高優賃等の認定申請 

選定

選定通知書の発出 
 

 

認定書の交付 

認
定
申
請 

 
 
 

 
 

         
遅くとも補助金の交付申請まで 

交付申請※ 

  交付決定 
補助事務事業者 

  
着工 

※ 高齢者向け優良賃貸住宅や地域優良賃貸住

宅として、都道府県等の認定を受けたものに
ついてのみ、交付申請を受け付けます。 

36 
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高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業のスケジュール等 

スケジュール（予定）スケジュ ル（予定） 
平成23年2月～ 事業説明会の開催（2月23日～全国9都市） 

平成23年3月 提案申請書電子ファイルのダウンロード開始（3月14日（月））平成23年3月 提案申請書電子ファイルのダウンロ ド開始（3月14日（月）） 

平成23年4月～ 申請書の提出期間(4月4日(月)～5月13日(金))※ 

平成23年7月 平成23年度第1回高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業の選定平成23年7月 平成23年度第1回高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業の選定 

※ 地方公共団体の認定を受けている場合等については、受付開始後随時受け付けます。 

平成22年度中の問い合わせ先（ファクシミリ又は電子メール） 

高齢者等居住安定化推進事業評価室 
ＦＡＸ ０３ ６２６８ ９０２９ E il d l@ j

提出先 

 ＦＡＸ：０３－６２６８－９０２９   E-mail：model@swrc.co.jp 

４月以降に国土交通省ホ ムペ ジ等においてお知らせします

平成22年度中の最新情報のお知らせ及び申請書のダウンロード先 

４月以降に国土交通省ホームページ等においてお知らせします。 

スケジ ルの変更等がある場合はこちらでお知らせします

高齢者等居住安定化推進事業ホームページ   http://iog-model.jp/ 
37 

スケジュールの変更等がある場合はこちらでお知らせします。 
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住宅に係るバリアフリー改修関係税制（所得税・固定資産税）

73

①50歳以上の者

②介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者

③障害者である者

④居住者の親族のうち上記②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

対象者

・バリアフリー改修に要した費用の額と改修に係る標準的な工
事費用相当額とのいずれか少ない金額（H22/H23：上限200万
円 H24：150万円）の10％相当額

※対象工事費が３０万円超（補助金等を受けている場合は補助金の額
を控除した額）であること

※「標準的な工事費用相当額」の算定が必要

①バリアフリー改修に係るローンの年末残高（上限
200万）の2％相当額（5年間）

②①以外の増改築工事にかかるローンの年末残高
（①とあわせて上限1000万円）の1％相当額（5年間）
※対象となるローン＝償還期間5年以上又は（独）住宅金融支
援機構からの借入金等で死亡時一括償還により支払う債務

※対象工事費が３０万円超（補助金等を受けている場合は補
助金の額を控除した額）であること

控除額

・通路等の拡幅 ・手すりの取付け ・階段の勾配の緩和

・浴室改良 ・段差の解消 ・便所改良

・出入口の戸の改良 ・滑りにくい床材料への取替え
対象工事

投資型減税ローン型減税

◆所得税

◆固定資産税

適用期限 平成２５年１２月３１日まで 平成２４年１２月３１日まで（予定）

①65歳以上の者

②介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者

③障害者である者

対象者

当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額の1/3を減額。（100㎡相当分まで）

※対象工事費が３０万円以上であること
控除額

所得税と同じ対象工事

適用期限 平成２５年３月３１日まで

※税制の詳細な資料、増改築等工事証明書の様式・記載例等については国土交通省ＨＰに掲載
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
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介護保険給付と税制の対象工事の比較

介護保険給付の対象 税制の対象
なし 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅

を拡張する工事

なし 階段の設置（既存の階段の撤去を伴うものに限る）又は改良に
より勾配を緩和する工事

高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と
浴槽の底の高低差や浴槽の形状（深さ、縁の高さ等）を適切な
ものとするために行う浴槽の取替え

浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
①入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加

させる工事
②浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替える工事

※浴槽の深さを浅くする工事は含まない
③固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入り

を容易にする設備を設置する工事
④高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は

同器具に取り替える工事

洋式便座等への便器の取替え
※腰掛便座は含まない

便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
①排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加

させる工事
②便器を座便式のものに取り替える工事

※取り外し可能な腰掛便座は含まない
③座便式の便器の座高を高くする工事

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防
止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とする手すり
の設置

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ
経路に手すりを取り付ける工事

※屋外の手すりの設置は含まない（ただし、玄関の内側の階段
の勾配の緩和や段差解消と併せて行う玄関の外側の手すりの
取付けは可）

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関
から道路までの通路等の段差の解消

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ
経路の床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面する
開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあって
は、段差を小さくする工事を含む。）

※屋外の段差解消は含まない（ただし、玄関の内側の階段の勾
配の緩和や段差解消と併せて行うスロープの設置等の段差解
消は可）

開戸から引戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替え、ド
アノブの変更、戸車の設置
※自動ドアの動力部分は含まない

出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当する
もの
①開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
②開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
③戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工

事
※動力装置の設置を含む

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料
の変更
※畳敷から板製材料、ビニル系床材等への変更

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ
経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
※既存のものよりすべりにくくなる床材への変更のみ
※滑り止め剤の塗布等の表面処理のみは含まない

その他上記住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設
備工事
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の
材料の変更のための路盤の整備
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備（水洗化又は簡易水洗化に係
るものを除く）、便器の取替えに伴う床材の変更

上記工事と一体となってバリアフリー化の効用を果たす設備の
取替え又は取付けに係る改修工事
※昇降機の設置その他の単独で行われることも通常させる工事

で、本体工事と併せて行うことが必ずしも必要ではないものは
含まない
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